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規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
観
光
国
際
戦
略
局
の
項
中

｢

観
光
交
流
推
進
課｣

を

｢

誘
客
交
流
課｣

に
改

め
る
。

第
十
一
条
の
総
務
学
事
課
の
項
の
第
十
一
号
を
削
り
、
同
項
の
第
十
二
号
中

｢

特
例
民
法
法
人｣

を

｢

公
益
法
人
及
び
移
行
法
人｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
か

ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
第
十
九
号
中

｢
(

知
事
が
別
に
指
定
す
る
も
の

を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
の
第
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
第
二
十
六
号
中

｢

係
る
事
務｣

の
下
に

｢

及
び
公
益
認
定
等
審

議
会
に
関
す
る
事
務
中
他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
の
第
二
十
五
号
と
し
、

同
項
の
第
二
十
七
号
を
同
項
の
第
二
十
六
号
と
す
る
。

第
十
二
条
の
自
然
保
護
課
の
項
の
第
五
号
中

｢

及
び｣

の
下
に

｢

管
理
並
び
に｣

を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十

一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
、
診
療
放

射
線
技
師
、
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
、
歯
科
技
工
士
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
、
義
肢
装
具
士
、
救
急
救
命

士
、
言
語
聴
覚
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師

に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
団
体
経
営
改
善
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第

六
号
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
の
観
光
企
画
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

本
県
の
魅
力
に
つ
い
て
の
情
報
の
発
信
に
係
る
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

五

観
光
資
源
の
開
発
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
二
の
観
光
交
流
推
進
課
の
項
中｢

観
光
交
流
推
進
課｣

を｢

誘
客
交
流
課｣

に
改
め
、

第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
二
の
観
光
交
流
推
進
課
の
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

国
際
交
流
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
際
交
流
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七

海
外
移
住
に
関
す
る
こ
と
。

…
…
…
…
…
…
…
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八

海
外
技
術
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
二
の
国
際
経
済
課
の
項
の
第
一
号
中

｢

、
経
済
、
文
化
そ
の
他｣

を

｢

及
び
経
済｣

に
改
め
、
同
項
の
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
条
第
四
項
中

｢

、
県
民
生
活
文
化
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も
に｣

を
削
り
、

｢

環
境
政
策
課
、
環
境
保
全
課｣

を

｢

県
民
生
活
文
化
課
、
原
子
力
安
全
対
策
課｣

に
、

｢

及
び
原

子
力
安
全
対
策
課｣
を

｢

、
環
境
政
策
課
及
び
環
境
保
全
課｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

、
商
工

政
策
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も
に｣

を
削
り
、

｢

地
域
産
業
課
、
産
業
立
地
推
進
課｣

を

｢

商
工
政
策
課
、
地
域
産
業
課｣

に
改
め
、

｢

他
の
一
人
は｣

の
下
に

｢

産
業
立
地
推
進
課
及
び｣

を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
四
を
削
り
、
第
二
十
条
の
五
を
第
二
十
条
の
四
と
し
、
第
二
十
条
の
六
を
第
二
十
条

の
五
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
八
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
、

診
療
放
射
線
技
師
、
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
、
歯
科
技
工
士
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技

師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、

き
ゆ
う
師
、
柔
道
整
復
師
、
栄
養
士
及
び
調
理
師
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
九
項
中

｢

第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で｣

を

｢
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

に

改
め
、
同
項
第
十
五
号
中

｢

家
庭
的
保
育
事
業｣

を

｢

病
児
保
育
事
業｣
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
十
一
項
第
一
号
中

｢

第
七
号｣

を

｢

第
八
号｣

に
改
め
る
。

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
条

削
除

第
六
十
一
条
第
一
項
中

｢

第
三
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
四
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
第
一
項
中

｢

の
職

(｣

の
下
に

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
項
に
規
定

す
る
職

(

保
健
医
長
に
限
る
。)

、
保
健
所
の
項
に
規
定
す
る
職

(

保
健
医
長
に
限
る
。)

、｣

を

加
え
、

｢

事
務
局
長｣

を

｢

副
館
長
及
び
館
長
特
別
補
佐｣

に
改
め
、

｢

、
別
表
第
三
の｣

の
下
に

｢

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
項
に
規
定
す
る
職

(

保
健
医
長
に
限
る
。)

、
保
健
所
の
項

に
規
定
す
る
職

(

保
健
医
長
に
限
る
。)

、｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
項
中

｢
(

東
青
地
域
県
民
局
、
中
南
地
域
県
民
局

及
び
三
八
地
域
県
民
局
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
の
項
中

｢

、
ダ

ム
管
理
所
長

(

中
南
地
域
県
民
局
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
東
京
事
務
所
の
項
中

｢

、

産
業
立
地
推
進
監｣

を
削
り
、
同
表
保
健
所
の
項
中

｢
(

東
地
方
保
健
所
、
弘
前
保
健
所
及
び
八
戸

保
健
所
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
美
術
館
の
項
中

｢

事
務
局
長｣

を

｢

副
館
長
、
館

長
特
別
補
佐｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
一
号
の
表
所(

校
、
事
務
局
、
学
院)

長
の
項
中｢

事
務
局｣

を｢

副
館｣

に
改
め
、

別
表
第
四
第
二
号
の
表
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
別
表
第
四
第
三
号
の
表

産
業
立
地
推
進
監
の
項
を
削
り
、
同
表
む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

別
表
第
六
青
森
県
環
境
審
議
会
の
項
中

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
自
然
保
護

課
の
項
の
第
五
号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
六
青
森
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年

五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
立
美
術
館
規
則
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
立
美
術
館
規
則

(

平
成
十
八
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
六
条
中

｢

事
務
局
長｣

を

｢

副
館
長｣

に
改
め
る
。

青 森 県 報平成27年３月30日 月曜日 号外第25号 2

観
光
国
際
戦
略

局
誘
客
交
流
課

国
際
誘
客
推
進

監

国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
調
整
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
事
務
に
従
事
す
る
。

ダ
ム
管
理
所
長

港
管
理
所
長

港
管
理
所
長

館
長
特
別
補
佐

美
術
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
調
査
研
究
そ
の
他
県
民
の

芸
術
に
関
す
る
活
動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を

総
括
整
理
す
る
。



( )

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
チ
ー
ム
設
置
規
程(

平
成
二
十
三
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

部
局
内
部
監
査
規
程
等
の
一
部
改
正)

２

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中

｢

、
室
及
び
チ
ー
ム

(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
の
チ
ー
ム
を
除

く
。)

｣

を

｢

及
び
室｣

に
改
め
る
。

一

部
局
内
部
監
査
規
程

(

昭
和
三
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
五
十
五
号)

第
二
条
第
一
項

二

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

(

昭
和
五
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号)

第
二
条

第
四
号

三

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
四
年

八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
号)

第
六
条
第
一
項

(

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
改
正)

３

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲

第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を

除
く
。)

｣

を
削
る
。

(

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
改
正)

４

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

、
室
長
及
び
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
の
チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー
を
除
く
。)

｣

を

｢

及
び
室
長｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

、
室
及
び
チ
ー
ム

(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
の
チ
ー
ム
を
除
く
。)

｣

を

｢

及

び
室｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
三
条
の
表
課
長
印
、
室
長
印
、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
印
の
項
中

｢

、
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
印｣

を
削
る
。

別
表
第
一
の
１
�
イ
中

｢

｣

を
削
り
、
同
表
の
２
の
表
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。
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青
森

県

○
○
部
○
○

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
印

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
印

室
長

印

２
１

２
１

室
長

印
２
１



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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